
2015年5月に改正会社法が施行された。
また、昨年6月よりコーポレートガバナンス・コードの適用が
開始しており、本年が2年目となる。
株主総会の実務は事務局を担う総務部門なら必ず押さえておき
たい定番テーマではあるが、そもそもどういった目的で行われ
ているのか、当日までの実務にはどういったものがあるかな
ど、基本事項がきちんと把握できているだろうか。
実務上の準備・運用のポイントや、昨年の改正会社法等の影響
を踏まえた本年の株主総会の傾向などをご解説いただいた。
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●特別決議事項

◆定款変更
◆株式／新株予約権の有利発行
◆合併／分割／株式交換・移転
◆資本金の額の減少

●普通決議事項

◆取締役、監査役の選解任
◆会計監査人の選解任／不再任
◆補欠役員の選任
◆取締役、監査役の報酬・退職慰
労金

◆剰余金の処分
◆準備金の額の減少
◆計算書類の承認※１

◆事前警告型買収防衛策の承認※２

※１会計監査人設置会社で会計監査の結
果が適正である場合には報告事項

※２法令に根拠のない勧告的決議

図表１：株主総会の主な決議事項
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（
１
）
株
主
総
会
の
意
義

　

株
主
総
会
は
、
株
式
会
社
の
資
本
拠
出

者
で
あ
る
株
主
で
構
成
さ
れ
る
機
関
で
あ

り
、
資
本
多
数
決
に
よ
り
会
社
に
関
す
る

重
要
事
項
の
決
定
を
行
う
（
決
議
事
項
）

と
と
も
に
、
経
営
者
か
ら
重
要
な
経
営
情

報
の
報
告
を
受
け
る
（
報
告
事
項
）
会
議

体
で
す
。

　

決
議
事
項
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
の

は
、
役
員
の
選
任
お
よ
び
解
任
で
す
。
株

式
会
社
は
、
資
本
と
経
営
の
分
離
、
す
な

わ
ち
、
資
金
の
拠
出
者
が
自
ら
経
営
の
責

務
な
い
し
職
責
を
負
わ
ず
、
経
営
者
を
選

任
し
て
事
業
遂
行
を
委
ね
、
こ
れ
に
よ
り

得
た
利
益
を
享
受
す
る
と
い
う
原
則
に
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
誰
に

会
社
の
経
営
を
委
ね
る
の
か
と
い
う
点
が
、

株
主
の
手
に
よ
る
企
業
統
治
（
コ
ー
ポ
レ

ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
と
し
て
も
っ
と
も
重

要
な
の
で
す
。

　

役
員
選
任
と
並
ん
で
重
要
な
の
が
、
事

業
報
告
や
（
連
結
）
計
算
書
類
の
報
告
を

通
じ
た
経
営
情
報
の
提
供
で
す
。
会
社
の

経
営
状
況
が
株
主
に
報
告
さ
れ
、
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
、
株
主
が
役
員
に
信
任
を
与

え
る
か
否
か
に
つ
き
正
し
く
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
株
主

総
会
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
報
告
は
、
役
員

信
任
の
前
提
情
報
の
提
供
と
し
て
の
機
能

を
有
す
る
も
の
で
す
。

　

上
場
企
業
で
は
、
金
融
商
品
取
引
法
に

基
づ
く
継
続
開
示
や
、
証
券
取
引
所
の
規

則
に
基
づ
く
適
時
開
示
に
よ
っ
て
、
株
主

（
投
資
者
）
に
対
す
る
よ
り
精
緻
な
情
報
提

供
の
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
計
算
書
類
等
の
情
報
提
供
機

能
は
限
定
的
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
株
主
総
会
は
、
株
主
が
経
営
者
と
の

間
で
直
接
対
話
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
法
制
度
上
唯
一
の
場
と
し
て
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
重
要
な
意

義
を
有
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
株
主
総
会
は
、
株
式
会

社
に
お
い
て
、
株
主
が
経
営
者
に
信
任
を

与
え
る
場
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
の

情
報
提
供
や
対
話
を
行
う
場
と
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２
）
株
主
総
会
の
主
な
決
議
事
項

　

株
主
総
会
で
は
、
原
則
と
し
て
、
会
社

法
ま
た
は
定
款
の
定
め
に
よ
り
決
議
事
項

と
定
め
て
い
る
事
項
に
限
り
、
決
議
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
主
な
決
議
事
項
に
は

図
表
１
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
普

通
決
議
は
出
席
株
主
の
過
半
数
、
特
別
決

議
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
を
も
っ
て

行
い
ま
す
。

　

役
員
報
酬
は
、
定
款
の
定
め
が
な
い
限

り
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
額
等
を
定

め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
個
人
別
の

支
給
額
そ
の
も
の
で
な
く
、
取
締
役
（
監

査
役
）
全
体
の
報
酬
額
の
上
限
（
報
酬
枠
）

を
決
議
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
い
っ
た
ん
報
酬
枠
を
設
定
し

て
し
ま
え
ば
、
そ
の
範
囲
で
報
酬
を
設
計

す
る
限
り
、
毎
年
決
議
を
繰
り
返
す
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

会
計
監
査
人
の
任
期
は
一
年
で
す
が
、

再
任
し
な
い
旨
の
決
議
が
な
さ
れ
な
い
限

り
重
任
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
会
計
監
査
人
を
変
更
し
な

い
限
り
選
任
議
案
が
上
程
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。な
お
、改
正
会
社
法
に
よ
り
、

会
計
監
査
人
の
選
任
等
に
関
す
る
議
案
の

決
定
は
、
取
締
役
会
で
は
な
く
監
査
役
会

（
監
査
等
委
員
会
、
監
査
委
員
会
）
が
行
う

も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

剰
余
金
の
処
分
は
、
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
決
定
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
定

款
の
定
め
に
よ
り
取
締
役
会
の
決
議
事
項

と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
定
め
の
あ
る
会
社
で
は
、
決
算

取
締
役
会
で
配
当
の
額
を
決
定
し
、
招
集

通
知
に
先
立
っ
て
配
当
の
支
払
い
を
済
ま

せ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

会
社
法
に
も
定
款
に
も
定
め
の
な
い
事

項
は
、
決
議
を
し
て
も
法
的
な
効
力
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
株
主
の
意
思
を
確
認
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
実
上
の
決
議
（
勧

告
的
決
議
）
を
行
う
こ
と
は
可
能
と
解
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
務
上
は
、
事
前
警
告
型

買
収
防
衛
策
の
導
入
・
更
新
の
際
に
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
は
、
コ
ー
ポ
レ

ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
事
前
警
告

型
買
収
防
衛
策
を
廃
止
す
る
例
が
見
ら
れ

ま
す
。

　

今
年
の
株
主
総
会
に
お
け
る
主
要
な
ト

ピ
ッ
ク
を
五
〇
ペ
ー
ジ
の
図
表
２
に
列
挙

株
主
総
会
の
基
礎
知
識

１

今
年
の
株
主
総
会
の

ト
ピ
ッ
ク

２



❶監査役型における社外人材の重複感
　CGコードにより複数の社外取締役を置くことが求められていま
す。監査役型の会社の場合、社外監査役を２名以上置く必要がありま
すので、さらに社外取締役を２名以上置くとなれば、４名以上の社外
人材を用意することとなります。そうなると、これらの人材を取締役、
監査役に分断するガバナンスが果たして効率的かという疑問も生じ
ます。ただし、社外取締役と社外監査役が連携をはかることで、それ
ぞれに期待される役割を果たすことは可能であり、両方を置くことが
ムダになるということはありません。

❷業務執行の決定権限の委譲
　監査役型の会社では、重要な業務執行については、個別に取締役
会の決議により意思決定をしていく必要があります。取締役会の意
思決定機能を重視するこのような考え方をマネジメントモデルと呼
びます。
　これと対極にある指名委員会等設置会社では、取締役会で経営の
大きな方針を決定した上で、個別の業務執行は取締役会の選任する
執行役に委ねます。取締役会は執行役から経営の経過および成果に
ついて報告を受け、監督を行うことに専念します。取締役会の経営監
督機能を重視するこのような考え方をモニタリングモデルと呼びま
す。モニタリングモデルを採用する指名委員会等設置会社では、取締
役会の専決事項は最小限にとどめられています。透明かつ公正な経
営監督を保障するために、取締役候補者リストの作成および経営者
報酬の決定の権限が、社外取締役が過半数を占める指名委員会、報
酬委員会に与えられています。
　監査等委員会設置会社では、監査役不在の委員会型という点で指

名委員会等設置会社と共通しますが、当然にモニタリングモデルが
予定されているものではありません。そのため取締役会の専決事項
は、原則として監査役型の会社と同列とされていますが、取締役の過
半数を社外取締役とするか、定款の定めを置くことにより、指名委員
会等設置会社のように個別の業務執行事項の決定権限を取締役に
委譲することができるものとされています。
　監査等委員会設置会社に移行する会社には、これを重視して移行
を決断する会社も少なくありません。現に、移行する多くの会社で
は、定款の定めにより決定権限の委譲を可能にしています。
　もっとも、監査等委員会設置会社では、取締役会の経営監督機能
は、指名委員会等設置会社のように制度上当然には強化されていな
いことを、十分に意識する必要があります。
　取締役会の経営監督機能の中心は、役員選任議案の決定と経営
者報酬の決定にあります。指名委員会等設置会社ではこれらの機能
は社外取締役が過半数を占める委員会に与えられていますが、監査
等委員会設置会社に置かれる監査等委員会は、これらの事項につい
て「株主総会において意見を述べることができる」にすぎず、自ら決定
権限を持ちません。
　そのため、経営監督機能の中心である指名・報酬の決定にあたり、
社外取締役が主体的に関与するような任意の仕組みがなければ、経
営監督機能が強化されることにならないのです。
　この点、CGコードでも、独立社外取締役が取締役会の過半数に達
していない場合には、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討
に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきであるとさ
れています。

監査等委員会設置会社に移行する会社が大きく増えている理由 column
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し
ま
し
た
。
三
月
決
算
の
株
主
総
会
に
お

い
て
、
改
正
会
社
法
施
行
に
伴
う
事
項
の

う
ち
一
部
は
今
年
か
ら
対
応
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
C
G
コ
ー
ド
）
を
意

識
し
た
対
応
が
本
格
的
に
求
め
ら
れ
ま
す
。

（
１
）
社
外
取
締
役

　

改
正
会
社
法
で
は
、
社
外
取
締
役
を
置

か
な
い
上
場
企
業
は
、
社
外
取
締
役
を
置

く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
、
事
業
報

告
や
、
取
締
役
選
任
議
案
に
関
す
る
参
考

書
類
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
C
G
コ
ー
ド
で
は
、
経
営
陣
か

ら
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
た
社
外
取
締
役

を
二
名
以
上
選
任
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
改
正
会
社
法
の
要
件
変
更
に
よ

り
親
会
社
の
取
締
役
等
を
兼
任
す
る
取
締

役
に
は
社
外
性
を
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
監

査
役
も
同
様
で
す
。

（
２
）
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
へ
の
移
行

　

改
正
会
社
法
で
創
設
さ
れ
た
監
査
等
委

員
会
設
置
会
社
へ
移
行
す
る
上
場
企
業
は
、

昨
年
だ
け
で
二
〇
〇
社
を
大
き
く
超
え
、

今
年
の
三
月
総
会
ま
で
に
四
〇
〇
社
に
迫

る
勢
い
で
す
。
今
年
の
六
月
総
会
で
は
、

他
社
の
動
向
を
踏
ま
え
た
二
年
目
の
判
断

に
よ
り
移
行
を
検
討
す
る
会
社
が
さ
ら
に

増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
〈
コ
ラ
ム
〉
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
監
査

等
委
員
会
設
置
会
社
に
移
行
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
移
行
に
よ
っ
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
関
係

に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
可
能
に

す
る
器
を
手
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に

留
意
し
て
、
移
行
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制

を
説
明
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
し
、
株
主

総
会
に
臨
む
べ
き
で
し
ょ
う
。

（
３
）
役
員
報
酬
改
革

❶
報
酬
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
考
え
方

　

こ
の
十
余
年
の
間
で
、
多
く
の
上
場
企

業
は
役
員
退
職
慰
労
金
制
度
を
廃
止
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
年
功
序
列
型
で
業
績
に

連
動
し
な
い
こ
と
や
、
算
定
方
法
の
透
明

性
の
欠
如
に
よ
り
海
外
投
資
家
等
の
理
解

を
得
ら
れ
ず
、
株
主
総
会
に
お
け
る
反
対

票
の
割
合
が
無
視
し
得
な
い
程
度
に
な
っ

た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
す
。

　

退
職
慰
労
金
制
度
の
廃
止
に
伴
い
、
そ

の
予
算
を
用
い
て
業
績
連
動
型
の
報
酬
や

自
社
株
報
酬
を
導
入
す
る
な
ど
、
役
員
報

酬
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
手
段

の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
、
経
営
者
に
対

す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
意
識
的
に

設
計
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
少
し
ず
つ

根
付
い
て
き
ま
し
た
。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か

ら
は
、
役
員
報
酬
は
、
優
秀
な
経
営
者
を

保
持
す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
将
来
の
優
秀

な
経
営
者
を
逃
さ
な
い
こ
と
、
経
営
者
に



可
能
と
な
り
ま
す
。
株
式
を
無
償
で
付
与

す
る
こ
と
の
可
否
な
ど
会
社
法
の
解
釈
上

の
疑
義
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昨
秋
に
経
済

産
業
省
主
導
に
よ
り
論
点
整
理
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
年
か
ら
始
ま
る
新
し
い
制

度
で
す
が
、
初
年
度
か
ら
導
入
が
進
む
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

❺
業
績
連
動
報
酬

　

わ
が
国
で
は
、
役
員
賞
与
の
決
定
は
、

社
長
に
一
任
さ
れ
、
社
長
が
役
職
別
に
定

め
た
基
準
額
に
個
別
業
績
を
裁
量
的
に
勘

案
し
て
個
人
別
の
支
給
額
を
決
定
す
る
と

い
う
例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
度
の
税
制
改
正

に
よ
り
一
定
要
件
を
満
た
す
利
益
連
動
給

与
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
、
ま
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
観
点
か
ら
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し

て
の
明
確
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
計
算
式
を
定
め
る
会
社
も

徐
々
に
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、

使
い
に
く
い
と
い
わ
れ
て
い
た
利
益
連
動

給
与
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
支
給
額
の
算

定
方
法
が
、
利
益
の
額
の
み
を
基
礎
と
し

た
も
の
だ
け
で
な
く
、
利
益
の
額
に
有
価

証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
に

よ
る
調
整
を
加
え
た
指
標
な
ど
を
基
礎
と

す
る
も
の
で
も
よ
い
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
不
明
確
で
あ
っ
た

R
O
E
等
の
効
率
性
指
標
を
採
用
す
る
こ

中
長
期
的
な
企
業
業
績
お
よ
び
企
業
価
値

向
上
に
資
す
る
迅
速
・
果
断
な
経
営
を
遂

行
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
目

的
に
か
な
う
よ
う
に
設
計
さ
れ
る
こ
と
が

意
識
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

　

こ
の
点
、
C
G
コ
ー
ド
で
は
、
取
締
役

会
の
責
務
・
職
責
と
し
て
、
経
営
陣
の
報

酬
に
中
長
期
的
な
企
業
業
績
や
潜
在
的
リ

ス
ク
を
反
映
さ
せ
、
健
全
な
企
業
家
精
神

の
発
揮
に
資
す
る
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
付
け
を
行
う
べ
き
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
経
営
者
報
酬
が
持
続
的
な
成

長
に
向
け
た
健
全
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の

一
つ
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
、
中
長
期
的

な
業
績
と
連
動
す
る
報
酬
の
割
合
や
、
現

金
報
酬
と
自
社
株
報
酬
と
の
割
合
を
適
切

に
設
定
す
べ
き
と
の
示
唆
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。

❷
株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

　

自
社
株
報
酬
と
し
て
実
務
上
も
っ
と
も

利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、株
式
報
酬
型
ス

ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
で
、三
〇
〇
社
を
超
え

る
上
場
企
業
が
す
で
に
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は

一
株
あ
た
り
の
行
使
価
格
を
一
円
と
し
ま

す
。
そ
の
た
め
、
通
常
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
の
場
合
、
付
与
時
か
ら
株
価
が
大

き
く
下
落
す
る
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し

て
の
機
能
を
果
た
さ
な
く
な
る
の
に
対
し
、

株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、

付
与
時
か
ら
権
利
行
使
時
ま
で
一
貫
し
て

株
価
の
維
持
向
上
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の

主
流
は
、
在
任
中
の
行
使
を
認
め
ず
に
、

退
任
時
に
一
括
し
て
行
使
を
す
る
も
の
で
、

自
社
株
を
用
い
た
退
職
慰
労
金
の
よ
う
な

タ
イ
プ
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
近
年
は
、
在
任
中
の
権

利
行
使
を
認
め
、
か
つ
一
定
の
企
業
業
績

の
達
成
に
応
じ
て
行
使
す
る
こ
と
の
で
き

る
割
合
を
変
動
さ
せ
た
り
（
業
績
達
成
条

件
）、
業
績
に
応
じ
て
付
与
数
を
変
動
さ
せ

る
仕
組
み
を
取
り
入
れ
る
例
が
徐
々
に
増

え
て
い
ま
す
。

❸
株
式
給
付
信
託

　

信
託
を
用
い
て
、
業
績
に
応
じ
て
役
員

に
株
式
が
付
与
さ
れ
る
仕
組
み
を
疑
似
的

に
実
現
す
る
ス
キ
ー
ム
は
株
式
給
付
信
託

と
呼
ば
れ
、
最
近
導
入
例
を
増
や
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
信
託
銀
行
に
管
理
を
委
ね
る

こ
と
で
会
社
の
事
務
が
簡
便
な
こ
と
や
、

新
株
予
約
権
の
発
行
を
要
し
な
い
た
め
潜

在
株
式
の
増
加
が
な
い
こ
と
、
登
記
が
不

要
な
こ
と
な
ど
、
株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
と
の
対
比
に
お
い
て
メ
リ
ッ

ト
は
あ
り
ま
す
が
、
半
面
、
原
則
と
し
て

法
人
税
に
お
い
て
損
金
算
入
で
き
な
い
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
導
入
コ
ス
ト
が
多

額
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
一
概
に
ど
ち
ら

が
優
位
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

❹
新
し
い
譲
渡
制
限
付
株
式

　

今
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
手
当
て
が

な
さ
れ
た
株
式
報
酬
（
譲
渡
制
限
付
株
式
）

は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
シ
ェ
ア
を
わ
が
国

に
お
い
て
も
端
的
に
導
入
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
譲
渡
制
限
付
株

式
に
つ
い
て
、
付
与
時
点
で
は
個
人
課
税

が
生
じ
ず
、
譲
渡
制
限
が
解
除
さ
れ
た
時

点
で
所
得
税
課
税
事
由
が
生
じ
、
か
つ
こ

の
時
点
で
法
人
税
に
お
け
る
損
金
算
入
が

図表２：今年の株主総会の主要トピック

（１）社外取締役

（２）監査等委員会設置会社への移行

（３）役員報酬改革
　　❶報酬ガバナンスの考え方
　　❷株式報酬型ストックオプション
　　❸株式給付信託
　　❹新しい譲渡制限付株式
　　❺業績連動報酬

（４）ウェブ開示の対象拡大

（５）CG コードを踏まえた情報開示
の充実

（６）その他会社法改正への対応
　　❶内部統制システム
　　❷会計監査人の報酬等
　　❸親会社等との利益相反取引に

関する事項
　　❹責任限定契約の対象拡大
　　❺その他事業報告の記載に関す

る改正
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決
議
内
容
と
運
用
状
況
は
、
実
際
記
載

し
て
み
る
と
重
複
感
が
出
て
し
ま
う
も
の

で
す
。
ま
た
、
株
主
の
合
理
的
な
関
心
は
、

決
議
内
容
よ
り
む
し
ろ
、
実
際
に
ど
の
よ

う
な
内
部
統
制
が
構
築
・
運
用
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
点
に
寄
せ
ら
れ
る
と
思
わ
れ

ま
す
の
で
、
招
集
通
知
の
見
や
す
さ
、
わ

か
り
や
す
さ
と
い
う
観
点
か
ら
、
運
用
状

況
の
み
を
掲
載
す
る
方
法
は
、
一
考
に
値

す
る
で
し
ょ
う
。

❷
会
計
監
査
人
の
報
酬
等

　

取
締
役
が
会
計
監
査
人
の
報
酬
等
を
定

め
る
に
は
、
監
査
役
会
等
の
同
意
を
得
る

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
八
月
総
会

以
降
、
監
査
役
会
等
が
同
意
を
し
た
理
由

を
事
業
報
告
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
（
規
1
2
6
二
）。

　

な
お
、
今
年
の
三
月
総
会
で
は
、
昨
年

来
の
大
型
会
計
不
祥
事
と
の
関
係
で
会
計

監
査
人
の
再
任
理
由
を
監
査
役
に
質
問
す

る
株
主
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

❸
親
会
社
等
と
の
利
益
相
反
取
引
に
関

す
る
事
項

　

昨
年
八
月
総
会
以
降
、
親
会
社
等
の
あ

る
会
社
で
は
、
親
会
社
等
と
の
間
の
利
益

相
反
取
引
で
あ
っ
て
、
個
別
注
記
表
に
お

い
て
関
連
当
事
者
と
の
取
引
に
関
す
る
注

記
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

取
引
を
す
る
に
当
た
り
、
自
社
の
利
益
を

害
さ
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
事
項
、
自
社

の
利
益
を
害
さ
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て

と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
、

設
計
の
幅
が
広
が
り
ま
し
た
。

　

税
制
改
正
を
生
か
し
た
利
益
連
動
給
与

を
導
入
す
る
に
は
、
今
年
の
定
時
株
主
総

会
ま
で
に
設
計
を
完
了
さ
せ
、
有
価
証
券

報
告
書
等
に
算
定
方
法
を
記
載
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

（
４
）
ウ
ェ
ブ
開
示
の
対
象
拡
大

　

計
算
書
類
、
事
業
報
告
お
よ
び
株
主
総

会
参
考
書
類
の
ウ
ェ
ブ
開
示
は
、
近
年
急

速
に
活
用
が
進
ん
で
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、

利
用
し
て
い
る
多
く
の
会
社
に
お
い
て
も
、

利
用
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
計
算

書
類
に
つ
い
て
は
注
記
表
の
部
分
、
株
主

総
会
参
考
書
類
に
つ
い
て
は
組
織
再
編
に

関
す
る
一
部
の
事
項
、
事
業
報
告
に
つ
い

て
は
、
最
近
に
な
っ
て
内
部
統
制
シ
ス
テ

ム
に
関
す
る
事
項
が
利
用
さ
れ
て
い
る
程

度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

改
正
会
社
法
で
は
、
ウ
ェ
ブ
開
示
事
項

が
大
幅
に
拡
大
し
て
お
り
、
今
後
活
発
な

利
用
が
進
む
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
施

1
3
3
③
）。

（
５
）
C
G
コ
ー
ド
を
踏
ま
え
た
記
載
の
充
実

　

C
G
コ
ー
ド
を
踏
ま
え
、
役
員
選
任
議

案
に
関
す
る
参
考
情
報
と
し
て
、
全
役
員

に
つ
い
て
の
選
任
理
由
を
記
載
す
る
例
は

昨
年
か
ら
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
加
え
、
今
年
の
総
会
か
ら
は
、

C
G
コ
ー
ド
に
お
い
て
開
示
・
説
明
が
求

め
ら
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
報

告
を
開
示
・
説
明
の
場
と
し
て
位
置
付
け

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
経
営
戦
略
や
経
営
計
画
を
事
業

報
告
に
記
載
す
る
例
の
ほ
か
、
株
主
総
会

当
日
に
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
社
長
自
ら
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
例
が
今
年
の

三
月
総
会
に
お
い
て
も
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
総
務
担
当
者
と
し
て
は
、

他
社
事
例
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
情
報
提

供
の
実
質
化
を
追
求
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

（
６
）
そ
の
他
会
社
法
改
正
へ
の
対
応
事
項

❶
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

　

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
取

締
役
会
の
決
議
の
概
要
に
加
え
、
新
た
に
、

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
の
概
要

を
事
業
報
告
に
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
（
規
1
1
8
二
）。
昨
年
の
八
月
総
会

か
ら
適
用
が
開
始
し
て
お
り
、
す
で
に
多

く
の
事
例
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す

る
事
項
を
、
招
集
通
知
に
添
付
す
る
事
業

報
告
か
ら
割
愛
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
の
開
示
（
ウ
ェ
ブ
開
示
）
で
済
ま
せ
る

例
が
増
加
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
年
の
事

例
で
は
、
決
議
内
容
と
運
用
状
況
の
両
方

を
ウ
ェ
ブ
開
示
に
回
し
て
い
る
会
社
の
ほ

か
、
決
議
内
容
の
み
ウ
ェ
ブ
開
示
に
回
し
、

運
用
状
況
に
つ
い
て
は
書
類
に
明
記
す
る

と
い
う
例
も
見
ら
れ
ま
す
。

の
取
締
役
会
の
判
断
お
よ
び
そ
の
理
由
等

を
、
事
業
報
告
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
（
規
1
1
8
五
）。

　

ま
た
、
当
該
記
載
に
つ
い
て
は
、
監
査

役
会
監
査
報
告
の
記
載
事
項
に
も
さ
れ
て

い
ま
す
。

❹
責
任
限
定
契
約
の
対
象
拡
大

　

従
前
は
社
外
取
締
役
・
社
外
監
査
役
の

み
が
対
象
で
し
た
が
、
会
社
法
改
正
に
よ

り
、
社
外
で
あ
る
か
と
は
無
関
係
に
、
業

務
執
行
に
従
事
し
て
い
な
い
役
員
は
す
べ

て
責
任
限
定
契
約
の
対
象
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

親
会
社
の
役
職
員
と
兼
任
し
て
い
る
非

常
勤
取
締
役
の
ほ
か
、
一
線
か
ら
退
い
た

非
常
勤
取
締
役
も
該
当
す
る
場
合
が
多
い

で
し
ょ
う
。
監
査
役
は
業
務
執
行
に
従
事

し
ま
せ
ん
の
で
、
常
勤
・
非
常
勤
を
問
わ

ず
責
任
限
定
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
役
員
と
責
任
限
定
契

約
を
締
結
す
る
場
合
、
そ
れ
に
対
応
し
た

定
款
規
定
に
変
更
し
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
事
業
報
告
に
お
け
る
責

任
限
定
契
約
の
内
容
の
概
要
の
記
載
対
象

が
、
社
外
役
員
か
ら
、
会
社
役
員
一
般
の

記
載
事
項
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
（
施

1
2
1
三
）。

❺
そ
の
他
事
業
報
告
の
記
載
に
関
す
る

改
正

　

事
業
報
告
の
記
載
事
項
に
関
わ
る
改
正
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で
注
意
が
必
要
で
す
。
ま
れ
に
、
株
主
総

会
参
考
書
類
の
内
容
を
取
締
役
会
で
決
議

し
て
い
な
い
実
務
手
続
き
に
な
っ
て
い
る

会
社
も
見
ら
れ
ま
す
。
総
務
担
当
者
は
過

年
度
に
倣
う
だ
け
で
な
く
、
自
社
に
お
け

る
手
続
き
が
法
令
に
合
致
し
て
い
る
か
を

検
証
す
る
習
慣
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

（
２
）
開
催
日
時
・
場
所

❶
開
催
日
時

　

定
時
株
主
総
会
の
開
催
日
時
は
、「
毎
事

業
年
度
の
終
了
後
一
定
の
時
期
」
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
定
の
時
期
に
つ

い
て
は
、
法
令
上
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

実
務
上
は
定
款
で
「
毎
事
業
年
度
の
終
了

後
三
か
月
以
内
に
招
集
す
る
」
な
ど
と
定

め
て
い
る
た
め
、
三
月
決
算
の
会
社
で
は

六
月
末
日
ま
で
に
開
催
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

定
時
株
主
総
会
の
議
決
権
の
基
準
日
を

決
算
日
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

と
い
う
と
、
会
社
法

上
は
そ
の
よ
う
な
規

制
は
あ
り
ま
せ
ん
。

定
時
株
主
総
会
で
は

計
算
書
類
の
承
認
や

事
業
報
告
な
ど
が
行

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

当
該
事
業
年
度
の
株

主
で
行
う
の
が
座
り

が
良
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

❷
開
催
場
所

　

株
主
総
会
の
開
催
場
所
に
法
令
上
の
制

限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
株
主
の
出
席
が
困
難

な
場
所
を
あ
え
て
選
択
す
る
場
合
に
は
、

「
招
集
手
続
き
が
著
し
く
不
公
正
な
と
き
」

と
し
て
、
決
議
取
消
事
由
に
な
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

　

過
去
に
開
催
し
た
株
主
総
会
の
い
ず
れ

の
場
所
と
も
著
し
く
離
れ
た
場
所
で
開
催

す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
場
所
を

決
定
し
た
理
由
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

（
３
）
招
集
通
知

❶
法
定
の
発
送
期
限

　

招
集
通
知
は
、
会
社
法
上
、
株
主
総
会

の
開
催
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
発
送
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
六
月

二
八
日
に
株
主
総
会
を
開
催
す
る
場
合
、

六
月
一
三
日
が
発
送
期
限
で
す
。
招
集
通

知
の
右
肩
に
記
載
す
る
日
付
に
は
発
送
日

を
記
載
し
ま
す
。

❷
C
G
コ
ー
ド
の
要
請

　

C
G
コ
ー
ド
で
は
、「
上
場
会
社
は
、

招
集
通
知
の
早
期
発
送
に
努
め
る
べ
き
で

あ
り
、
ま
た
、
招
集
通
知
に
記
載
す
る
情

報
を
、
株
主
総
会
の
招
集
に
係
る
取
締
役

会
決
議
か
ら
招
集
通
知
を
発
送
す
る
ま
で

の
間
に
、
T
D
n
e
t
＊
や
自
社
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
よ
り
電
子
的
に
公
表
す
べ
き

で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
務
上
も
、

招
集
通
知
の
発
送
準
備
が
整
っ
た
時
点
で

自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
す
る
例
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

　

同
様
に
、C
G
コ
ー
ド
上
、上
場
会
社
は
、

自
社
の
株
主
に
お
け
る
機
関
投
資
家
や
海

外
投
資
家
の
比
率
等
も
踏
ま
え
、
議
決
権

の
電
子
行
使
を
可
能
と
す
る
た
め
の
環
境

作
り
や
招
集
通
知
の
英
訳
を
進
め
る
べ
き

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、

招
集
通
知
の
英
訳
等
は
事
務
負
担
や
コ
ス

ト
を
要
し
ま
す
の
で
、
海
外
投
資
家
等
の

比
率
等
を
踏
ま
え
て
必
要
に
応
じ
て
対
応

し
ま
す
。

❸
誤
記
等

　

招
集
通
知
に
添
付
す
る
株
主
総
会
参
考

書
類
や
計
算
書
類
に
誤
記
等
が
発
見
さ
れ

る
こ
と
は
実
務
上
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

校
了
前
で
あ
れ
ば
原
稿
を
修
正
す
れ
ば
問

題
あ
り
ま
せ
ん
。
校
了
後
の
場
合
で
も
、

正
誤
表
を
招
集
通
知
に
同
封
す
る
こ
と
が

間
に
合
う
場
合
に
は
、
第
一
次
的
に
は
同

封
を
検
討
す
る
べ
き
で
す
。

　

こ
れ
が
間
に
合
わ
な
い
場
合
に
備
え
、

実
務
上
は
、
招
集
決
定
と
併
せ
て
、
修
正

の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
「
修
正

後
の
事
項
を
株
主
に
周
知
さ
せ
る
方
法
」

を
定
め
て
お
き
、
招
集
通
知
に
記
載
し
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
修
正
事
項
を
自
社
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
を
取
り

ま
す
（
ウ
ェ
ブ
修
正
）。

　

ま
た
、
株
主
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
な
軽
微
な
事
項
の
場
合
に
は
、

事
項
に
は
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

●
社
外
役
員
の
親
族
関
係
の
記
載
事
項
の

変
更
（
規
１
２
４
①
三
）

●
社
外
役
員
が
受
け
た
役
員
報
酬
等
の
開

示
対
象
先
の
拡
大
（
規
１
２
４
①
七
）

●
特
定
完
全
子
会
社
及
び
そ
の
株
式
の
帳

簿
価
額
に
関
す
る
事
項
（
規
１
１
８
四
）

●
常
勤
監
査
（
等
）
委
員
の
有
無
及
び
理

由
（
規
１
２
１
十
イ
・
ロ
）

（
１
）
招
集
決
定

　

株
主
総
会
の
招
集
は
取
締
役
会
の
決
議

に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

　

招
集
に
あ
た
り
決
定
す
べ
き
事
項
（
招

集
決
定
事
項
）
を
図
表
３
に
列
挙
し
ま
す
。

　

取
締
役
会
で
は
こ
れ
ら
の
該
当
事
項
の

す
べ
て
を
決
議
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

●開催日時・場所
●目的事項（議題）
●議案の概要
●議決権行使書またはインター
ネットによる議決権行使を行う
場合は、議案の内容その他株主
総会参考書類の記載事項のほ
か、行使に関する諸ルール
●代理人による議決権行使につい
てのルールを設定する場合はそ
のルール
●議決権の不統一行使についての
ルールを設定する場合はその
ルール

図表３：招集決定事項

＊ TDnet（Timely Disclosure network：適時開示情報伝達システム）……東京証券取引所が運営する、
全国の上場会社等の適時開示情報を一元的に集め、リアルタイムで配信するサービス。
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事
前
の
修
正
を
行
わ
ず
、
株
主
総
会
の
当

日
に
正
誤
表
を
配
布
す
る
方
法
、
議
長
シ

ナ
リ
オ
に
修
正
文
言
を
入
れ
込
む
方
法
を

取
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（
１
）
株
主
の
出
席

　

株
主
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
そ
の
株
主
総
会
に
お
い
て
議
決
権

を
有
す
る
株
主
で
す
。
株
主
名
簿
に
記
載

の
な
い
者
が
株
主
で
あ
る
と
主
張
し
て
出

席
を
し
よ
う
と
し
て
も
会
社
は
拒
絶
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

株
主
が
代
理
人
に
よ
り
議
決
権
行
使
を

行
う
場
合
、代
理
権
を
証
明
す
る
書
面
（
委

任
状
）
を
会
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

代
理
人
の
資
格
に
法
令
上
の
制
限
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
株
主
で
な
い
者
に
議
事
を

攪か
く

乱ら
ん

さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
実

務
上
は
、
定
款
に
よ
り
代
理
人
資
格
を
株

主
に
限
る
旨
、
お
よ
び
代
理
人
の
数
を
一

人
に
限
る
旨
の
定
め
を
置
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
定
款
が
あ
る
場
合
で
も
、
株

主
が
法
人
で
あ
る
場
合
、
法
人
の
そ
の
従

業
員
が
代
理
人
と
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

ま
す
。
こ
の
場
合
、
従
業
員
は
、
代
表
者

名
義
に
よ
る
職
務
代
行
通
知
書
を
も
っ
て

代
理
権
限
を
証
明
し
ま
す
。

　

他
方
、
株
主
で
な
い
代
理
人
弁
護
士
が

議
決
権
行
使
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と

な
り
ま
す
。
実
務
上
は
、
入
場
を
拒
否
す

る
と
い
う
対
応
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
対

応
に
違
法
性
は
な
い
と
し
た
裁
判
例
も
あ

り
ま
す
。

（
２
）
役
員
等
の
出
席

　

取
締
役
は
、
株
主
総
会
に
提
案
す
る
議

案
に
関
し
て
、
株
主
総
会
に
お
い
て
説
明

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
監
査
役
も
、

定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
監
査
報
告
は
も

ち
ろ
ん
、
取
締
役
が
株
主
総
会
に
提
出
し

よ
う
と
す
る
議
案
、
書
類
等
を
調
査
し
、

問
題
が
あ
る
場
合
に
は
株
主
総
会
に
報
告

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
取
締
役
・
監
査
役
は
株

主
総
会
に
出
席
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、

取
締
役
や
監
査
役
が
出
席
し
な
く
て
も
、

株
主
総
会
は
成
立
し
ま
す
。

　

実
務
上
、
総
会
運
営
や
説
明
義
務
の
履

行
の
便
宜
の
た
め
に
、
執
行
役
員
、
子
会

社
の
役
員
、
幹
部
社
員
を
同
席
さ
せ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
同
席
を
認
め
る
権
限
は

議
長
に
あ
り
ま
す
。

（
３
）
議
長

　

株
主
総
会
の
議
事
を
つ
か
さ
ど
る
の
は

議
長
で
す
。
実
務
上
は
、
定
款
に
よ
り
取

締
役
社
長
を
議
長
と
す
る
と
定
め
て
い
る

の
が
一
般
的
で
す
。
議
長
は
、
株
主

総
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
権
限
と
議

事
を
整
理
す
る
権
限
を
有
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
議
事
の
整
理
権
限

に
基
づ
き
、
株
主
の
不
規
則
な
言
動

を
制
止
す
る
よ
う
命
令
で
き
、
そ
の

命
令
に
従
わ
な
い
者
や
総
会
の
秩
序

を
乱
す
者
を
退
場
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
命
令
に
従
わ
な
い
と
い
う

だ
け
で
退
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

（
４
）
議
事
進
行

　

株
主
総
会
の
議
事
進
行
例
を
図
表
４
に

掲
載
し
ま
す
。

　

報
告
事
項
の
報
告
と
決
議
事
項
の
内
容

の
説
明
を
済
ま
せ
た
後
、
報
告
事
項
を
含

む
す
べ
て
の
議
案
に
つ
い
て
株
主
か
ら
の

質
問
、意
見
、動
議
等
の
発
言
を
受
け
付
け
、

審
議
終
了
後
は
決
議
事
項
の
採
決
の
み
を

行
う
方
法
で
、
一
括
方
式
と
呼
び
ま
す
。

会
議
全
体
の
時
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
容

易
で
あ
る
こ
と
、
一
般
株
主
が
質
問
を
し

や
す
い
こ
と
な
ど
の
利
点
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
招
集
通
知
に
列
挙
し
た
議

題
ご
と
に
審
議
を
行
う
方
法
は
個
別
方
式

と
呼
ば
れ
、
実
務
上
は
ど
ち
ら
も
用
い
ら

れ
ま
す
。

（
５
）
議
案
の
審
議
等
と
説
明
義
務

　

報
告
事
項
の
報
告
、
お
よ
び
決
議
事
項

の
各
議
案
に
関
し
、
株
主
か
ら
特
定
の
事

項
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
取
締
役
、
監
査
役
は
、
当
該
事
項
に

つ
い
て
必
要
な
説
明
を
行
う
べ
き
義
務
を

負
い
ま
す
（
説
明
義
務
）。
特
に
、
決
議
事

項
に
関
す
る
説
明
義
務
違
反
は
、
決
議
方

法
の
法
令
違
反
と
し
て
、
決
議
取
消
事
由

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
細
心

の
注
意
が
必
要
で
す
。

　

取
締
役
の
説
明
義
務
は
、
取
締
役
全
体

と
し
て
負
う
も
の
で
す
の
で
、
株
主
が
特

定
の
取
締
役
を
指
名
し
て
回
答
を
求
め
た

場
合
で
も
、
議
事
進
行
の
問
題
と
し
て
議

長
が
回
答
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
監
査
役
が
説
明
義
務
を
負
う
事

項
を
取
締
役
に
回
答
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

報
告
事
項
に
関
し
て
は
、
報
告
の
内
容

を
平
均
的
な
株
主
が
理
解
で
き
る
程
度
の

説
明
が
必
要
で
す
。
事
業
報
告
や
計
算
書

類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
、
あ
る
い
は

図表４：株主総会の議事の流れ（例）
❶議長就任
❷開会宣言／議題上程
❸議事ルールの設定
❹出席株主数／議決権数の報告
❺監査役会からの監査報告
❻報告事項の報告
❼決議事項の内容説明
❽審議（質疑応答／動議受付）
❾決議事項の採決
閉会宣言
新任役員の紹介

第2特集 2016年株主総会
押さえておきたいポイントの総点検
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一
般
株
主
が
経
営
者
と
の
間
で
対
話
す
る

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
場
だ
か
ら
で
す
。

　

た
だ
し
、
説
明
義
務
が
な
い
場
合
の
う

ち
②
・
④
に
つ
い
て
は
、
口
を
滑
ら
せ
て

混
乱
を
招
か
な
い
よ
う
に
十
分
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
②
に
は
、
原
価
情

報
な
ど
の
企
業
秘
密
や
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
規
制
の
対
象
と
な
る
未
公
表
重
要
事

実
が
あ
り
ま
す
。
④
に
は
取
引
先
の
機
密

情
報
、
個
人
情
報
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

（
６
）
動
議

　

近
年
の
株
主
総
会
に
お
い
て
株
主
か
ら

動
議
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
す
が
、

万
一
動
議
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を

無
視
し
て
議
事
を
進
行
す
る
と
株
主
総
会

の
決
議
取
消
事
由
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
の
で
、
準
備
を
怠
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

株
主
が
提
出
で
き
る
動
議
に
は
、
議
事

進
行
に
関
す
る
動
議
と
、
取
締
役
会
提
出

議
案
の
内
容
の
修
正
を
求
め
る
修
正
動
議

が
あ
り
ま
す
。

（
７
）
採
決

　

議
案
の
審
議
が
終
了
し
た
後
、
議
案
に

つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。
採
決
の
方
法

に
は
特
に
定
め
は
な
く
、
挙
手
や
拍
手
な

ど
、
決
議
の
成
否
が
明
ら
か
に
な
る
方
法

で
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
方
法

の
選
択
は
議
長
権
限
で
あ
り
、
上
場
企
業

の
総
会
で
は
拍
手
を
も
っ
て
採
決
を
行
う

の
が
一
般
的
で
す
。

（
１
）
議
事
録
の
作
成

　

株
主
総
会
の
議
事
録
を
作
成
し
ま
す
。

議
事
録
の
作
成
時
期
は
特
に
規
定
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
登
記
事
項
が
あ
る
場
合
に

は
登
記
申
請
期
限
（
株
主
総
会
の
日
か
ら

二
週
間
以
内
）
ま
で
に
作
成
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

議
事
録
の
作
成
者
は
取
締
役
で
す
。
ど

の
取
締
役
が
作
成
す
る
か
は
会
社
の
自
治

に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
務
上
は
、

代
表
取
締
役
も
し
く
は
管
理
部
門
担
当
の

取
締
役
が
議
事
録
を
作
成
す
る
の
が
一
般

的
で
す
。

　

議
事
録
は
、
株
主
総
会
の
日
か
ら
本
店

に
一
〇
年
間
、
議
事
録
の
写
し
を
支
店
に

五
年
間
、
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
取
締
役

の
議
事
録
へ
の
署
名
義
務
を
残
し
て
い
る

会
社
も
あ
り
ま
す
。

（
２
）
臨
時
報
告
書
の
提
出

　

上
場
企
業
は
、
株
主
総
会
終
了
後
遅
滞

な
く
、
決
議
事
項
に
つ
き
議
決
権
行
使
結

果
を
記
載
し
た
臨
時
報
告
書
を
提
出
し
ま

し
ょ
う
。

（
３
）
登
記

　

決
議
事
項
に
登
記
事
項
が
あ
る
場
合
に

は
、
決
議
後
二
週
間
以
内
に
登
記
を
行
い

ま
す
。

　

会
計
監
査
人
の
任
期
は
一
年
で
、
再
任

し
な
い
旨
の
決
議
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、

重
任
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
す
の
で
、

毎
年
必
ず
登
記
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

新
任
役
員
の
登
記
に
は
、
昨
年
二
月
よ

り
住
民
票
等
の
本
人
確
認
書
類
の
添
付
が

必
要
と
さ
れ
、
そ
の
関
係
で
、
就
任
承
諾

書
に
は
本
人
確
認
書
類
と
同
一
の
表
記
で
、

氏
名
・
住
所
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内

容
を
補
足
す
る
説
明
を
含
め
、
説
明
義
務

が
あ
り
ま
す
。
付
属
明
細
書
に
つ
い
て
も
、

株
主
が
閲
覧
で
き
る
書
類
で
す
の
で
説
明

義
務
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

有
価
証
券
報
告
書
な
ど
の
投
資
家
向
け

書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
が
当
然
に

説
明
義
務
の
対
象
に
な
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
株
主
の
合
理
的
関
心
の
対
象

と
な
る
事
項
は
説
明
義
務
の
対
象
と
な
る

と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
、
実
務
上
は

説
明
を
行
い
ま
す
。

　

株
主
と
経
営
陣
と
の
間
で
対
立
関
係
の

あ
る
株
主
総
会
や
、
不
祥
事
の
あ
っ
た
会

社
で
は
、
株
主
か
ら
会
社
の
違
法
行
為
に

つ
い
て
の
糾
弾
が
な
さ
れ
る
局
面
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
ま
す
。
相
当
な
根
拠
を
も
っ

て
違
法
な
業
務
執
行
に
つ
い
て
の
指
摘
が

な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
取
締
役
、
監
査
役

と
し
て
知
っ
て
い
る
範
囲
で
説
明
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

決
議
事
項
に
関
し
て
は
、
平
均
的
な
株

主
が
議
案
の
賛
否
を
判
断
す
る
の
に
必
要

な
情
報
に
つ
い
て
説
明
義
務
が
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
に
記

載
す
べ
き
と
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
に
つ

い
て
は
説
明
義
務
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

た
だ
し
、
図
表
５
に
掲
げ
る
場
合
は
説

明
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

実
務
上
は
、
説
明
義
務
の
な
い
質
問
に

つ
い
て
も
可
能
な
範
囲
で
誠
実
に
回
答
す

る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
株
主
総
会
は
、

❶説明を求められた事項が会議の目的たる事項に関しない場合
❷説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害するとき
❸説明をするため調査を要する場合
※事前に質問を通知されていた場合や調査が著しく容易である場合は説
明義務あり

❹説明をすることにより株式会社その他の者の権利を侵害する
場合

❺実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
❻そのほか説明しないことにつき正当な理由がある場合

図表５：説明義務がない場合
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第2特集 2016年株主総会
押さえておきたいポイントの総点検

2016年定時株主総会スケジュール例（３月決算／監査役会設置会社）

想定問答集の見直しを各部署に依頼 総務部→各部署

総務部→各業者（レイアウト、座席、備品）

総務部（印刷会社）

定款に定めがない場合には２週間前に公告要 会社法124③

振替法151①

会社法436②・444④
会社計算規則125

会社法303・305

証券取引所より開示

会社計算規則130①一
会社計算規則130①三

会社計算規則127・128
会社法施行規則129・130
会社法343等

会社法施行規則132

会社法436③・444⑤
会社法298
会社法施行規則63・93

上場規程施行規則420①

会社法299①
会社法施行規則82②但

会社法442①②

上場規程施行規則 436の２②

会社法313②

金商法24①、24の４の2、
24の４の４

上場規程 419

内閣府令19

会社法 915①

会社法831

会社法310⑥・311③・312③

法的な手続きに関する項目

振替機構　基準日の翌日から起算して３営業日

信託銀行→総務部　基準日後３営業日めど
（統計表、大株主一覧、役員持株状況）

信託銀行→総務部　基準日後７営業日めど（全株主一覧表）

総務部（作成後リーガルチェック）

財務経理部→総務部（作成後リーガルチェック）

事業報告　特定取締役→特定監査役
計算書類・連結計算書類
　　　　　特定取締役→会計監査人、特定監査役

総会開催日の８週間前まで
６か月前より総議決権の１％以上
または 300 個以上の議決権を持つ株主

各部署→総務部（回収後リーガルチェック）

決算短信ほか

総務部（作成後リーガルチェック）

会計監査人→特定監査役、特定取締役
（計算書類等の受領後最長４週間が法定期間のため
日程につき事前調整要）

各監査役→監査役会　監査役監査報告の提出
監査役会監査報告の決議
付議議案につき監査役（会）の同意が必要な事項がある
場合の同意決定

特定監査役→特定取締役、会計監査人
（会計監査人監査報告の受領後最長１週間が法定期間の
ため日程につき事前調整要）

計算書類・事業報告等の承認
定時株主総会の招集事項・付議議案の決定

印刷会社→信託銀行

発送日までに証券取引所に提出

法定期限は総会開催日２週間前（6 月 13 日）
退職慰労金付議議案を上程する場合には内規

総会開催日２週間前（付属明細書も要）

異動が生じる場合総会開催日２週間前まで

総務部（作成後リーガルチェック）

役員、スタッフ

印刷会社→信託銀行

株主総会の日の 3 日前まで

役員、スタッフ、社員株主　＠本番会場

営業時間終了まで

役員、全スタッフ

定時株主総会終了後

取締役会終了後

株主総会終了後遅滞なく

基準日から３か月以内

変更が生じた場合のみ　総会終了後遅滞なく

議案所定の効力発生日

総務部（作成後印刷会社確認）

株主総会終了後遅滞なく

総会の翌日から２週間以内

総会の翌日から３か月間

総会の翌日から３か月間

会場関連の業者手配確認

招集通知データ入力開始

基準日

総株主通知

株主名簿速報

株主名簿確定

事業報告の原案作成

計算書類、連結計算書類の原案作成

付議議案の概要内定

計算書類等、事業報告の監査役等への提出

株主提案権行使期限

想定問答集の回収

取締役会(決算情報開示承認)

株主総会参考書類の作成

会計監査人監査報告書の提出

監査役会

監査役会監査報告書の提出

決算取締役会

招集通知の校了

招集通知の納品

招集通知のWEB掲載

招集通知の証券取引所への提出

招集通知の発送

計算書類等の備置

独立役員届出書

決議通知の校了

シナリオ、ビジュアル作成

第１回リハーサル

決議通知の納品

議決権の不統一行使通知期限

第２回リハーサル

質問状受付期限

議決権行使書提出期限

定時株主総会

取締役会

監査役会

決議通知の発送

有価証券報告書、内部統制報告書等の提出

コーポレートガバナンス報告書提出

配当金支払い開始

臨時報告書案完成

臨時報告書の提出

変更登記申請

株主総会決議取消訴訟提訴期間

委任状、議決権行使書面等の本店備置

✓項　目 備　考 根拠法令日　程

４月 ５ 日（火）

3 月 31 日（木）

４月 11 日（月）

～４月 26 日（火）

4 月 28 日（木）

５月 ２ 日（月）

５月 10 日（火）

～５月 12 日（木）

５月 13 日（金）

５月 17 日（火）

５月 19 日（木）

5 月 23 日（月）

5 月 30 日（月）

６月 ３ 日（金）

６月 ６ 日（月）

６月 13 日（月）

6 月 14 日（火）

～６月 14 日（火）

6 月 20 日（月）

6 月 21 日（火）

6 月 24 日（金）

６月 30 日（木）

7 月 13 日（水）

～9 月 28 日（水）

６月 27 日（月）

６月 28 日（火）

６月 29 日（水）

～５月 ２ 日（月）

３月中
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